
改 正 案 現 行

第八号の二様式 第八号の二様式

有 価 証 券 報 告 書 有 価 証 券 報 告 書

計 算 期 間 自 平成 年 月 日 計 算 期 間 自 平成 年 月 日

（第 期） 至 平成 年 月 日 （第 期） 至 平成 年 月 日

関東財務局長 殿 関東財務局長 殿

平成 年 月 日提出 平成 年 月 日提出

発 行 者 名 印 発 行 者 名 印

代表者の役職氏名 印 代表者の役職氏名 印

本店の所在の場所 本店の所在の場所

連 絡 者 有価証券報告書の写しを縦覧に供する場所

電 話 番 号 名 称 所 在 地

有価証券報告書の写しを縦覧に供する場所

名 称 所 在 地 （本書面の枚数 表紙共 枚）

（日本工業規格 Ａ４ 210×297ミリメートル）

（本書面の枚数 表紙共 枚）

（日本工業規格 Ａ４ 210×297ミリメートル）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）

(1-2) 管理資産の流動化の形態及び基本的仕組み等 (1-2) 管理資産の流動化の形態及び基本的仕組み等

ａ （略） ａ （略）

ｂ 資産流動化法第２条第４項に規定する資産流動化計画（特定目的会社による特定資産の ｂ 資産流動化法第４条第１項第４号に規定する資産流動化計画及び同条第２項第２号に規

流動化に関する法律等の一部を改正する法律（平成１２年法律第９７号）の施行日前に成 定する資産流動化実施計画に記載されている事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及

立した同法第１条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法 ぼす可能性のあるもの（当該有価証券報告書の他の箇所に記載したものを除く。）につい

律（以下「旧資産流動化法」という。）第２条第２項に規定する特定目的会社にあっては てその概要を記載すること。

、旧資産流動化法第４条第１項第４号に規定する資産流動化計画及び同条第２項第２号に

規定する資産流動化実施計画）に記載されている事項のうち、投資者の判断に重要な影響

を及ぼす可能性のあるもの（当該届出書の他の箇所に記載したものを除く。）についてそ

の概要を記載すること。

～ （略） ～ （略）
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改 正 案 現 行

第八号の四様式 （新設）

有 価 証 券 報 告 書

計 算 期 間 自 平成 年 月 日

（第 期） 至 平成 年 月 日

関東財務局長 殿

平成 年 月 日提出

発行者

受託者 名称

代表者の役職氏名 印

本店の所在の場所

連絡者 印

電話番号

原委託者 氏名又は名称

代表者の役職氏名 印

本店の所在の場所

連絡者 印

電話番号

有価証券報告書の写しを縦覧に供する場所

名 称 所 在 地

（本書面の枚数 表紙共 枚）

（日本工業規格 Ａ４ 210×297ミリメートル）

第１ 特定信託財産の状況

１ 概況

特定信託財産に係る法制度の概要

特定信託財産の基本的性格

特定信託財産の沿革

特定信託財産の関係法人

２ 特定信託財産を構成する資産の概要

特定信託財産を構成する資産に係る法制度の概要

特定信託財産を構成する資産の内容

特定信託財産を構成する資産の回収方法

３ 特定目的信託の仕組み

特定目的信託の概要

(ｲ) 特定目的信託の基本的仕組み

(ﾛ) 特定信託財産の管理及び処分に関する事項

(ﾊ) 原委託者の義務に関する事項
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(ﾆ) 信託権利等

(ﾎ) その他

受益権

受益証券の取得者の権利

４ 特定信託財産を構成する資産の状況

特定信託財産を構成する資産の管理の概況

損失及び延滞の状況

収益状況の推移

５ 特定信託財産の経理状況

財務書類

貸借対照表

損益計算書

附属明細表

第２ 証券事務の概要

第３ 受託者、原委託者及び関係法人の情報

１ 受託者の状況

受託者の概況

事業の状況

設備の状況

経理の状況

その他

２ 原委託者の状況

（会社の場合）

原委託者の概況

事業の状況

設備の状況

経理の状況

その他

（会社以外の団体の場合）

団体の沿革

団体の目的及び事業の内容

団体の出資若しくは寄附又はこれらに類するものの額

役員の役名、職名、氏名（生年月日）及び職歴

（個人の場合）

生年月日

本籍地

職歴

破産の有無

３ その他関係法人の概況

名称、資本の額及び事業の内容

関係業務の概要

資本関係

役員の兼職関係
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その他

第４ 参考情報

（記載上の注意）

一般的事項

ａ 記載事項のうち図表等による表示を用いることにより投資者が容易に理解できるものに

ついては、図表等による表示を併せて記載することができる。この場合、当該表示により

、投資者に誤解を生じさせることとならないように注意しなければならない。

ｂ 提出会社の発行している特定預託証券に関し、投資判断に重要な影響を及ぼすと判断さ

れる会社（例えば、預託を受けている者）の情報がある場合には、本様式第１中「５ 特

定信託財産の経理状況」の次に「６ その他の重要な会社の情報」の項を設け、企業内容

等の開示に関する総理府令の第二号様式第三部中「第２ 保証会社以外の会社の情報」に

準じて記載すること。

ｃ この「記載上の注意」は、一般的基準を示したものであり、これにより難いやむを得な

い事情がある場合には、これに準じて記載すること。

ｄ 有価証券報告書の記載に当たっては、以下に掲げるものを除き、第五号の四様式の「記

載上の注意」に準ずるものとする。

特定目的信託の仕組み

ａ 特定目的信託の仕組みの概要、特定目的信託財産の管理を行う会社、特定目的信託財産

の回収等の管理会社及び信用補完等を行つている会社等との関係並びにその間の資金の流

れ等）について、図表等による表示などを用いて明瞭に記載すること。

ｂ 資産流動化法第２条第１３項に規定する資産信託流動化計画に記載されている事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるもの（当該有価証券報告書の他の箇

所に記載したものを除く。）についてその概要を記載すること。

損失及び延滞の状況

有価証券報告書提出日前３年以内に終了した計算期間について、第五号の四様式の「記載

上の注意」 に準じて記載すること。

収益状況の推移

有価証券報告書提出日前３年以内に終了した計算期間について、第五号の四様式の「記載

上の注意」 に準じて記載すること。

その他

ａ 有価証券報告書提出日前１年以内（６月を１計算期間とする場合にあつては、６月以内

）において、訴訟事件その他当該法人に重要な影響を与えた事実及び重要な影響を与える

ことが予想される事実が生じた場合には、その内容を記載すること。

ｂ 上記以外については、第五号の四様式の「記載上の注意」(28)に準じて記載すること。

その他

ａ 有価証券報告書提出日前１年以内（６月を１計算期間とする場合にあつては、６月以内

）において、原委託者又は関係法人について訴訟事件その他当該法人に重要な影響を与え

た事実及び重要な影響を与えることが予想される事実が生じた場合には、その内容を記載

すること。

ｂ 上記以外については、第五号の四様式の「記載上の注意」(28)及び(34)に準じて記載す
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ること。

参考情報

当計算期間において、法第25条第１項各号に掲げる書類を提出した場合には、その書類名

及び提出年月日を記載すること。
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改 正 案 現 行

第八号の五様式

有 価 証 券 報 告 書

計 算 期 間 自 平成 年 月 日

（第 期） 至 平成 年 月 日

関東財務局長 殿

平成 年 月 日提出

受託者 名称

代表者の役職氏名

本店の所在の場所

代理人の氏名又は名称 印

署 名

代理人の住所又は所在地

事務連絡者氏名

連絡場所

電話番号

原委託者 氏名又は名称

代表者の役職氏名

本店の所在の場所

代理人の氏名又は名称 印

署 名

代理人の住所又は所在地

事務連絡者氏名

連絡場所

電話番号

有価証券報告書の写しを縦覧に供する場所

名 称 所 在 地

（本書面の枚数 表紙共 枚）

（日本工業規格 Ａ４ 210×297ミリメートル）

第１ 特定信託財産の状況

１ 概況

特定信託財産に係る法制度の概要

特定信託財産の基本的性格

特定信託財産の沿革

特定信託財産の関係法人

２ 特定信託財産を構成する資産の概要

特定信託財産を構成する資産に係る法制度の概要

特定信託財産を構成する資産の内容
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特定信託財産を構成する資産の回収方法

３ 特定目的信託の仕組み

特定目的信託の概要

(ｲ) 特定信託財産の管理及び処分に関する事項

(ﾛ) 原委託者の義務に関する事項

(ﾊ) 信託権利等

(ﾆ) その他

受益権

受益証券の取得者の権利

情報開示の概要

４ 特定信託財産を構成する資産の状況

特定信託財産を構成する資産の管理の概況

損失及び延滞の状況

収益状況の推移

５ 特定信託財産の経理状況

財務書類

貸借対照表

損益計算書

利益処分計算書（又は損失処理計算書）

附属明細表

６ 証券所有者に関する事項

証券の上場等に関する事項

課税上の取扱い

為替管理上の取扱い

本邦における代理人

裁判管轄等

第２ 証券事務の概要

第３ その他

第４ 受託者、原委託者及び関係法人の情報

１ 受託者の状況

受託者の概況

事業の状況

設備の状況

経理の状況

その他

２ 原委託者の状況

（会社の場合）

原委託者の概況

事業の状況

設備の状況

経理の状況

その他

（会社以外の団体の場合）
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団体の沿革

団体の目的及び事業の内容

団体の出資若しくは寄附又はこれらに類するものの額

役員の役名、職名、氏名（生年月日）及び職歴

（個人の場合）

生年月日

本籍地

職歴

破産の有無

３ その他関係法人の概況

名称、資本の額及び事業の内容

関係業務の概要

資本関係

役員の兼職関係

その他

第５ 参考情報

（記載上の注意）

一般的事項

ａ 記載事項のうち図表等による表示を用いることにより投資者が容易に理解できるものに

ついては、図表等による表示を併せて記載することができる。この場合、当該表示により

、投資者に誤解を生じさせることとならないように注意しなければならない。

ｂ 提出会社の発行している特定預託証券に関し、投資判断に重要な影響を及ぼすと判断さ

れる会社（例えば、預託を受けている者）の情報がある場合には、本様式第１中「５ 特

定信託財産の経理状況」の次に「５の２ その他の重要な会社の情報」の項を設け、企業

内容等の開示に関する総理府令の第二号様式第三部中「第２ 保証会社以外の会社の情報

」に準じて記載すること。

ｃ 記載事項のうち金額に関する事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示

している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記すること。

ｄ 本邦通貨以外の通貨建て金額を本邦通貨に換算する場合には、換算に当たって採用した

換算の基準を注記すること。

ｅ 会社名、人名等の記載に当たっては、原語名を付記すること。

ｆ この「記載上の注意」は、一般的標準を示したものであり、これにより難いやむを得な

い事情がある場合には、これに準じて記載すること。

ｇ 有価証券報告書の記載に当たっては、以下に掲げるものを除き、第五号の五様式の「記

載上の注意」に準ずるものとする。

損失及び延滞の状況

有価証券報告書提出日前３年以内に終了した計算期間について、第五号の四様式の「記載

上の注意」 に準じて記載すること。

収益状況の推移

有価証券報告書提出日前３年以内に終了した計算期間について、第五号の四様式の「記載

上の注意」 に準じて記載すること。
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その他

第八号の四様式の「記載上の注意」 に準じて記載すること。

その他

第八号の四様式の「記載上の注意」 に準じて記載すること。
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改 正 案 現 行

第十一号の二様式 第十一号の二様式

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）

(1-2) 管理資産の流動化の形態及び基本的仕組み等 (1-2) 管理資産の流動化の形態及び基本的仕組み等

ａ （略） ａ （略）

ｂ 資産流動化法第２条第４項に規定する資産流動化計画（特定目的会社による特定資産の ｂ 資産流動化法第４条第１項第４号に規定する資産流動化計画及び同条第２項第２号に規

流動化に関する法律等の一部を改正する法律（平成１２年法律第９７号）の施行日前に成 定する資産流動化実施計画に記載されている事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及

立した同法第１条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法 ぼす可能性のあるもの（当該有価証券報告書の他の箇所に記載したものを除く。）につい

律（以下「旧資産流動化法」という。）第２条第２項に規定する特定目的会社にあっては てその概要を記載すること。

、旧資産流動化法第４条第１項第４号に規定する資産流動化計画及び同条第２項第２号に

規定する資産流動化実施計画）に記載されている事項のうち、投資者の判断に重要な影響

を及ぼす可能性のあるもの（当該届出書の他の箇所に記載したものを除く。）についてそ

の概要を記載すること。

～ （略） ～ （略）
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改 正 案 現 行

第十一号の四様式 （新設）

半 期 報 告 書

自 平成 年 月 日

（第 期中）

至 平成 年 月 日

関東財務局長 殿

平成 年 月 日提出

発行者

受託者 名称

代表者の役職氏名 印

本店の所在の場所

連絡者 印

電話番号

原委託者 氏名又は名称

代表者の役職氏名 印

本店の所在の場所

連絡者 印

電話番号

半期報告書の写しを縦覧に供する場所

名 称 所 在 地

（本書面の枚数 表紙共 枚）

（日本工業規格 Ａ４ 210×297ミリメートル）

１ 特定信託財産を構成する資産の状況

特定目的信託の仕組み

特定信託財産を構成する資産の管理の概況

損失及び延滞の状況

収益状況の推移

２ 特定信託財産の経理状況

中間財務書類

貸借対照表

中間損益計算書

３ 受託者、原委託者及び関係法人の情報

受託者の状況

(ｲ) 受託者の概況

(ﾛ) 事業の状況

(ﾊ) 設備の状況
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(ﾆ) 経理の状況

(ﾎ) その他

原委託者の状況

（会社の場合）

(ｲ) 原委託者の概況

(ﾛ) 事業の状況

(ﾊ) 設備の状況

(ﾆ) 経理の状況

(ﾎ) その他

（会社以外の団体の場合）

(ｲ) 団体の沿革

(ﾛ) 団体の目的及び事業の内容

(ﾊ) 団体の出資若しくは寄附又はこれらに類するものの額

(ﾆ) 役員の役名、職名、氏名（生年月日）及び職歴

（個人の場合）

(ｲ) 生年月日

(ﾛ) 本籍地

(ﾊ) 職歴

(ﾆ) 破産の有無

その他関係法人の概況

(ｲ) 名称、資本の額及び事業の内容

(ﾛ) 関係業務の概要

(ﾊ) 資本関係

(ﾆ) 役員の兼職関係

(ﾎ) その他

４ 参考情報

（記載上の注意）

一般的事項

ａ 記載事項のうち図表等による表示を用いることにより投資者が容易に理解できるものに

ついては、図表等による表示を併せて記載することができる。この場合、当該表示により

、投資者に誤解を生じさせることとならないように注意しなければならない。

ｂ 提出会社の発行している特定預託証券に関し、第十号様式「記載上の注意」 ｄに準じ

て記載すること。

ｃ この「記載上の注意」は、一般的標準を示したものであり、これにより難いやむを得な

い事情がある場合には、これに準じて記載すること。

ｄ 半期報告書の記載に当たっては、以下に掲げるものを除き、第五号の四様式の「記載上

の注意」に準ずるものとする。

特定目的信託の仕組み

ａ 特定目的信託の仕組みの概要、特定目的信託財産の管理を行う会社、特定目的信託財産

の回収等の管理会社及び信用補完等を行つている会社等との関係並びにその間の資金の流

れ等）について、図表等による表示などを用いて明瞭に記載すること。
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ｂ 資産流動化法第２条第１３項に規定する資産信託流動化計画に記載されている事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるもの（当該有価証券報告書の他の箇

所に記載したものを除く。）についてその概要を記載すること。

損失及び延滞の状況

半期報告書提出日前１年以内に終了した計算期間について、第五号の四様式の「記載上の

注意」 に準じて記載すること。

収益状況の推移

半期報告書提出日前１年以内に終了した計算期間について、第五号の四様式の「記載上の

注意」 に準じて記載すること。

特定信託財産の経理状況

中間財務諸表について、第五号の四様式の「記載上の注意」(21)に準じて記載すること。

中間貸借対照表

当該計算期間及び前計算期間に係る中間貸借対照表を記載すること。

中間損益計算書

当該計算期間及び前計算期間に係る中間損益計算書を記載すること。

受託者の状況

「(イ) 受託者の概況」から「(ニ) 経理の状況」までの事項については、企業内容等の

開示に関する総理府令第五号様式「第一部 企業情報」の「第１ 企業の概況」から「第５

経理の状況」までに準じて記載すること。

その他

ａ 半期報告書提出日前６月以内において、訴訟事件その他当該法人に重要な影響を与えた

事実及び重要な影響を与えることが予想される事実が生じた場合には、その内容を記載す

ること。

ｂ 上記以外については、第五号の二様式の「記載上の注意」(33)に準じて記載すること。

原委託者の状況

原委託者が会社の場合、「(イ) 原委託者の概況」から「(ニ) 経理の状況」までの事項

については、企業内容等の開示に関する総理府令第五号様式「第一部 企業情報」の「第１

企業の概況」から「第５ 経理の状況」までに準じて記載すること。

その他

半期報告書提出日前６月以内において、原委託者又は関係法人について訴訟事件その他当

該法人に重要な影響を与えた事実及び重要な影響を与えることが予想される事実が生じた場

合には、その内容を記載すること。
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改 正 案 現 行

第十一号の五様式 （新設）

半 期 報 告 書

自 平成 年 月 日

（第 期中）

至 平成 年 月 日

関東財務局長 殿

平成 年 月 日提出

受託者 名称

代表者の役職氏名

本店の所在の場所

代理人の氏名又は名称 印

署 名

代理人の住所又は所在地

事務連絡者氏名

連絡場所

電話番号

原委託者 氏名又は名称

代表者の役職氏名

本店の所在の場所

代理人の氏名又は名称 印

署 名

代理人の住所又は所在地

事務連絡者氏名

連絡場所

電話番号

半期報告書の写しを縦覧に供する場所

名 称 所 在 地

（本書面の枚数 表紙共 枚）

（日本工業規格 Ａ４ 210×297ミリメートル）

１ 特定信託財産を構成する資産の状況

特定目的信託の仕組み

特定信託財産を構成する資産の管理の概況

損失及び延滞の状況

収益状況の推移

２ 特定信託財産の経理状況

財務書類
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貸借対照表

中間損益計算書

３ 受託者、原委託者及び関係法人の情報

受託者の状況

(ｲ) 受託者の概況

(ﾛ) 事業の状況

(ﾊ) 設備の状況

(ﾆ) 経理の状況

(ﾎ) その他

原委託者の状況

（会社の場合）

(ｲ) 原委託者の概況

(ﾛ) 事業の状況

(ﾊ) 設備の状況

(ﾆ) 経理の状況

(ﾎ) その他

（会社以外の団体の場合）

(ｲ) 団体の沿革

(ﾛ) 団体の目的及び事業の内容

(ﾊ) 団体の出資若しくは寄附又はこれらに類するものの額

(ﾆ) 役員の役名、職名、氏名（生年月日）及び職歴

（個人の場合）

(ｲ) 生年月日

(ﾛ) 本籍地

(ﾊ) 職歴

(ﾆ) 破産の有無

その他関係法人の概況

(ｲ) 名称、資本の額及び事業の内容

(ﾛ) 関係業務の概要

(ﾊ) 資本関係

(ﾆ) 経理の状況

(ﾎ) その他

４ 参考情報

（記載上の注意）

一般的事項

ａ 記載事項のうち図表等による表示を用いることにより投資者が容易に理解できるものに

ついては、図表等による表示を併せて記載することができる。この場合、当該表示により

、投資者に誤解を生じさせることとならないように注意しなければならない。

ｂ 記載事項のうち金額に関する事項について、本邦通貸以外の通貨建ての金額により表示

している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記すること。

ｃ 本邦通貨以外の通貨建て金額を本邦通貨に換算する場合には、換算に当たって採用した
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換算の基準を注記すること。

ｄ 会社名、人名等の記載に当たつては、原語名を付記すること。

ｅ 提出会社の発行している特定預託証券に監視、第十号様式の「記載上の注意」 ｄに準

じて記載すること。

ｆ この「記載上の注意」は、一般的標準を示したものであり、これにより難いやむを得な

い事情がある場合には、これに準じて記載すること。

ｇ 半期報告書の記載に当たっては、以下に掲げるものを除き、第五号の五様式及び第十一

号の四様式の「記載上の注意」に準ずるものとする。

損失及び延滞の状況

半期報告書提出日前１年以内に終了した計算期間について、第五号の四様式の「記載上の

注意」 に準じて記載すること。

収益状況の推移

半期報告書提出日前１年以内に終了した計算期間について、第五号の四様式の「記載上の

注意」 に準じて記載すること。

その他

第十一号の四様式の「記載上の注意」 に準じて記載すること。

その他

第十一号の四様式の「記載上の注意」 に準じて記載すること。
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